
病後児保育室『ははのて』のご案内
この施設は病後児対応型施設です。

お子さまの病気や、けが等の回復期に集団での保育等が難しく、保護者の勤務等の都合に
より、家庭での保育が困難な時期に、お預かりする専用施設です。

⚫ 施設名： 病後児保育室 ははのて （社会福祉法人久昌会）

⚫ 実施場所： 愛知県豊川市金屋本町3丁目25番地1

⚫ 電話： 0533-95-7291

⚫ FAX： 0533-95-7292

⚫ E-mail：

施設概要

利用可能日

開所時間

対象児童

連続する７日を限度とする

豊川市に住所を有する生後4か月から小学校3年生まで

月曜日～金曜日： 9:00～17:00 延長保育： 最長18:30まで
土曜日： 9:00～12：30 延長保育なし

休室日時 ： 日曜日、祝日、当所が定める日、及び時間、年末年始（12/29～1/3）

定員

1日当たり4名

hahanote@ m l 0 1
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時間 （午前9時～午後5時） 利用料

半日利用 （4時間以内） 1,000円

一日利用 （4時間超える） 2,000円

午後5時から午後6時30分（延長） 500円/30分毎に加算

対象となる病気やけが

• 風邪、胃腸炎など子供が日常的にかかる病気
• 風疹、おたふくかぜ、などの感染性疾患
• 喘息などの慢性疾患
• 骨折、火傷、けがなどの外傷性疾患

※病気、けがの回復期であること、
医師の、病後児保育可能の診断が必要

利用料 ※生活保護法による被保護世帯は0円。（保育利用料）

● 昼食代 300円 おやつ 100円 （希望の方）

● その他、不足が出た場合
（ミルク1回分 100㏄ 60円 オムツ1枚 50円 防水シート１枚 100円）

持ち物

 医師が記載した連絡票
 誓約書（初回利用時のみ）
 マイナンバーまたは資格確認書、 子ども医療費受給者証
 着替え、パジャマ
 手拭き用ミニタオル 1～2枚
 お昼寝用バスタオル（大判） 2枚（掛・敷）
※冬はブランケット（敷布団は施設で準備）
 ビニール袋 2～3枚（汚れもの用）
 水筒（お茶、水） ※発熱、嘔吐、下痢症状あればイオン飲料）
 スプーン、フォーク、（はし）

⚫ 必要な方のみ
 弁当、おやつ
 食事用エプロン、ベビー用マグ
 マスク 1～2枚
 お薬、お薬手帳（医師より処方された場合）
 紙おむつ（10枚ほど）、 お尻ふきシート
 お気に入りのおもちゃ
 防水シート 1～2枚（無い場合は、施設で使い捨て防水シート100円で購入できます）

※すべての持ち物には、お名前をご記入ください。

⚫ 共通の持ち物

別途かかり
ます



事前に利用登録が必要です。（予めの登録を推奨します）
⚫ ①病児・病後児保育利用登録申請書 ・・・・・・ 豊川市保育課に提出
⚫ ②病児・病後児利用登録票 ・・・・・・・・・・・・・・・ 豊川市保育課に提出
⚫ ③病児・病後児保育利用承諾通知書・・・・・・・・・・ 申請者に交付
※登録関連用紙は、豊川市保育課にあります ①～④

病後児保育利用には、医療機関の受診が必要です。
⚫ ④「病児・病後児保育利用申し込み兼連絡票」を持参し、医療機関を受
診をして下さい。（かかりつけ医師、または協力医師のささき小児科で）

⚫ 病後児保育の受け入れめやすに基づく、医師の診断が必要となります。
（利用日前3日以内に、医師に連絡票④を記載してもらう）

利用日の前日までに予約をして下さい。
⚫ 診察後、病後児保育利用可能なら、『ははのて 』へ予約をして下さい。

（児童の名前、年齢、保護者名、予約日、連絡先、病名、症状を伝えてく
ださい。）

⚫ 『ははのて』が開所してる曜日、時間内に限ります。
※ははのて不在時、たんぽぽ園に電話転送されます。
⚫ 土曜に予約連絡される時は、ひかり保育園までご連絡下さい。

(ひかり保育園 TEL：0533-84-3599 午前9：00～12：00まで)
⚫ 定員や病状によっては予約できない場合もあります。
⚫ 空きがあれば、当日予約可能です。
⚫ 予約取り消しは、当日午前9：30 までに 連絡して下さい。

必要書類、持ち物をご用意ください。
⚫ ④「病児・病後児保育利用申し込み兼連絡票」を『ははのて』へ提出

 して下さい。
⚫ 薬の服用が必要なら「薬の説明書」か、お薬手帳をお持ちください。
⚫ 職員がお子様の様子、経過等をお聞きします。
⚫ 持ち物の確認をします。

『ははのて』利用方法

お迎え
会計

利用料のお支払いは、お迎えの際にお願いします。
⚫ 開所時間内に、必ずお迎えにお越しください。
⚫ 利用料は、おつりのないように、ご準備ください。

【ご利用にあたっての注意事項】
◼ 病後児保育は治療行為ではありません。（病気、怪我の「回復期」である児童を、一時的に保育す

る事業です。）

◼ お預かりしている間に、お子様の病状が急変した際は、保護者の方に連絡させていただき、お迎え
をお願いする場合があります。

◼ 同じ症状で、複数日予約された場合でも（連続する7日以内） お子様の病状が変化し、治療が必
要になる場合などは、ご利用を取り消すことがあります。

事前登録
（毎年度）

医療機関での
受診

申し込み
（電話予約）

利用当日
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